
業 務 委 託 契 約 書（案） 

 

 宮崎県（以下｢甲｣という。）と               （以下｢乙｣とい

う。）とは、令和８年度公共用水域及び地下水の水質測定調査業務の委託について、

次のとおり契約を締結する。  

 （目的）                                                                   

第１条 甲は、令和８年度公共用水域及び地下水の水質測定調査業務（以下「委託業

 務」という。）を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。  

 （委託期間） 

第２条 委託業務の委託期間（以下「委託期間」という。）は、令和８年４月１日か

ら令和９年３月３１日までとする。  

  （委託料） 

第３条 委託業務の委託料（以下｢委託料｣という。）は、金          円（消

費税及び地方消費税額 金          円を含む。）とする。  

２ 甲は、乙に対し、委託料を次の表の左欄に掲げる区分に応じて、同表右欄に掲げ

る金額に分割して支払うものとする。  

区  分 金  額 

 令和８年４月から令和８年６月 
までの委託業務に係る分 

 金         円 
（消費税及び地方消費税額        円を含む。） 

 令和８年７月から令和８年９月 
までの委託業務に係る分 

 金         円 
（消費税及び地方消費税額        円を含む。） 

 令和８年１０月から令和８年１２月
までの委託業務に係る分 

 金         円 
（消費税及び地方消費税額        円を含む。） 

令和９年１月から令和９年３月 
までの委託業務に係る分 

金         円 
（消費税及び地方消費税額        円を含む。） 

  （契約保証金） 

第４条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金         円を

甲に納付しなければならない。  

２ 甲は、乙がこの契約により生ずる義務を履行しないときは、前項の契約保証金を

甲に帰属させることができる。  

(第４条 契約保証金は、免除する。）  

 （委託業務の処理方法）  

第５条 乙は、委託業務を別添「令和８年度公共用水域及び地下水の水質測定調査業

務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）及び甲の指示に従って処理しなければ

ならない。 

 （再委託の禁止） 

第６条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の

書面による承認を得たときは、この限りでない。  

 （権利の譲渡等の禁止）  

第７条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさ



せてはならない。 

  （分析結果の報告等） 

第８条  乙は、仕様書に定めるところにより分析結果を甲に報告するものとする。  

２ 甲は、前項の規定による報告を乙から受けたときは、その日から起算して１４日

以内に当該報告に係る事実の確認を行うものとする。  

３ 甲は、前項の確認の結果、必要があると認めるときは、乙に対して再調査を要求

し、又は必要な資料の提出を求めることができる。ただし、再調査及び資料の提出

に要する費用は、乙の負担とする。  

（実地検査等） 

第９条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その

他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。  

 （実績報告書の提出） 

第１０条 乙は、令和８年４月から令和８年６月まで、令和８年７月から令和８年９

月まで、令和８年１０月から令和８年１２月まで及び令和９年１月から令和９年３

月までの委託業務を完了したときは、速やかに業務の実績に関する報告書（以下「実

績報告書」という。）を別記様式により甲に提出しなければならない。  

２ 甲は、実績報告書を受理したときは、その内容を検査し、合格又は不合格の旨を

乙に通知するものとする。  

３ 乙は、前項の規定による不合格の旨の通知があったときは、甲の指定する期間内

にその指示に従いこれを補正しなければならない。前２項の規定は、この項の規定

による補正について準用する。  

４ 第２項（前項後段において準用する場合を含む。）の検査及び前項前段の補正に

要する費用は、乙の負担とする。  

 （委託料の請求及び支払）  

第１１条 乙は、甲から前条第２項(同条第３項後段において準用する場合を含む。 )

 の規定による合格の旨の通知があったときは、甲に委託料の支払請求書を提出する

 ものとする。 

２ 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して

３０日以内に乙に委託料を支払うものとする。  

３ 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に委託料の全部又は一

部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府

契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項本

文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求する

ことができる。 

 （契約の解除） 

第１２条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除するこ

とができる。 

 (1) 乙がこの契約に違反したとき。  

 (2) 乙が委託期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。  

 (3) 乙が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７



号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という｡)、同条第６号に規

定する暴力団員（以下「暴力団員」という｡）又は暴力団若しくは暴力団員と密接

な関係を有する者であると認められるとき。  

 (4) 乙の役員等（乙の役員又は支社、支店若しくは営業所の代表者をいう｡）が、暴

力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であると認められる

とき。 

２ 甲は、前項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠

償の責めを負わないものする。  

 （損害賠償） 

第１３条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、

その損害を賠償しなければならない。  

２ 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償し

なければならない。 

 （秘密の保持） 

第１４条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密及び分析結果を他人に漏らしてはな

らない。 

２ 前項の規定は、委託期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなお

その効力を有するものとする。  

 （費用の負担） 

第１５条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。  

 （協議等） 

第１６条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、宮崎県

財務規則（昭和３９年宮崎県規則第２号）第６章の定めることころによるものとし、

この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定め

のない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。  

 

 この契約の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を

保有するものとする。 

 

  令和８年 月 日 

 

 

               甲  宮 崎 県 

                  宮崎県知事  河 野  俊 嗣 

 

 

 

               乙   



別記様式 

                                                    令和  年  月  日 
 
 宮崎県知事  殿 
 
                 商号又は名称 
 
                 氏    名             

                 （ 法人 に あ って は 、 代表 者 の職 氏 名 ） 
 
   令和８年度公共用水域及び地下水の水質測定調査委託業務の実績報告書  

 

 令和 年 月から令和 年 月までの業務の実績を下記のとおり報告します。  
 

記 
 
１ 令和８年度公共用水域及び地下水の水質測定調査  
 

項    目
 

実 施 件  数 

項    目
 

実 施 件  数 

公共用水域  

地下水  

公共用水域   

地下水 

 

採水

・分析 

採水

・搬入 

採水

・分析  

採水

・搬入 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ    水素ｲｵﾝ濃度    

全ｼｱﾝ    生物化学的酸素要求量     

鉛    浮遊物質量            

六価ｸﾛﾑ    溶存酸素量            

砒素    大腸菌数               

総水銀    全亜鉛                 

ｱﾙｷﾙ水銀    化学的酸素要求量      

ＰＣＢ    n-ﾍｷｻﾝ抽出物質    

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ    全窒素      

四塩化炭素    全燐    

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ    ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ    

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ    直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩    

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ    底層ＤＯ    

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ    小 計    

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ     ＥＰＮ                 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ    ﾌｪﾉｰﾙ類            

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ     銅      

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ    溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ    

ﾁｳﾗﾑ     全ｸﾛﾑ     

ｼﾏｼﾞﾝ       ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ    

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ      ｱﾝﾓﾆｱ性窒素    

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ     ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能    

ｾﾚﾝ     透明度    

硝酸性・亜硝酸性窒素    全有機炭素    

ふっ素     電気伝導率    

ほう素    小 計    

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ         

ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ             

小 計    合    計    

                                                                    



 

２ 硫黄山周辺河川の水質測定調査  

 

 項   目 実施件数 

１ ｶﾄﾞﾐｳﾑ  

２ 鉛  

３ 砒素  

４ ふっ素  

５ ほう素  

６ 水素ｲｵﾝ濃度  

７ 浮遊物質量  

８ 電気伝導率  

 


